
町田市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例（抜粋） 

 

(事業者の減量義務) 

第 17 条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期的に使用可能な製品の開発、

製品の修理体制の確保等、廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなけ

ればならない。 

２ 事業者は、再利用の可能な物の分別の徹底を図る等、再利用を促進するために必

要な措置を講ずる等により、その事業系廃棄物を減量しなければならない。 

３ 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(資源の有効な利用の促進

に関する法律(平成 3 年法律第 48 号)第 2 条第 4 項に規定する再生資源をいう。)及

び再生品を利用するよう努めなければならない。 

(再利用の容易性の自己評価等) 

第 18 条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等の再利用の容易

性についてあらかじめ自ら評価し、再利用の容易な製品、容器等の開発を行うこと、

及びその製品、容器等の再利用の方法についての情報を提供すること等により、そ

の製品、容器等の再利用を促進しなければならない。 

(適正包装等) 

第 19 条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その包装、容器等の適正化を図り、

廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。 

２ 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、

容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収策を講ずる等により、その包装、

容器等の再利用の促進を図らなければならない。 

３ 事業者は、市民が商品等の購入等に際して、当該商品について適正な包装、容器

等を選択できるよう努めるとともに、市民が包装、容器等を不要とし、又はその返

却をする場合には、その回収等に努めなければならない。 

(一定規模以上の事業用建築物の所有者等の義務) 

第 20 条 規則で定める規模以上の事業用の建築物(以下「一定規模以上の事業用建築物」

という。)の所有者は、市長の指導に従い、再利用を促進する等により、当該建築

物から排出される事業系廃棄物を減量しなければならない。 

２ 一定規模以上の事業用建築物の所有者は、当該建築物から排出される事業系廃棄

物の減量及び適正な処理に関する業務を担当させるため、規則で定めるところによ

り、廃棄物管理責任者を選任し、その旨を市長に届け出なければならない。 

３ 一定規模以上の事業用建築物の所有者は、規則で定めるところにより、廃棄物の

減量及び再利用に関する計画を作成し、当該計画書を市長に提出しなければならな

い。 

４ 一定規模以上の事業用建築物の所有者は、当該建築物又は敷地内に規則で定める

基準に従い、再利用の対象となる物の保管場所を設置するよう努めなければならな

い。 

５ 一定規模以上の事業用建築物を占有する者は、当該建築物から生ずる事業系廃棄

物の減量に関し、一定規模以上の事業用建築物の所有者に協力しなければならない。 

６ 一定規模以上の事業用建築物を建設しようとする者(以下「一定規模以上の事業用

建築物の建設者」という。)は、当該建築物又は敷地内に規則で定める基準に従い、

再利用の対象となる物の保管場所を設置しなければならない。この場合において、

一定規模以上の事業用建築物の建設者は、当該保管場所について、規則で定めると

ころにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。 



(改善勧告等) 

第 21 条 市長は、一定規模以上の事業用建築物の所有者が、前条第 1 項から第 3 項までの

いずれかの規定に違反していると認めるとき又は当該一定規模以上の事業用建築

物の建設者が同条第 6 項の規定に違反していると認めるときは、当該一定規模以上

の事業用建築物の所有者又は当該一定規模以上の事業用建築物の建設者に対し、期

限を定めて、必要な改善その他必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。 

(公表) 

第 22 条 市長は、前条に規定する勧告を受けた一定規模以上の事業用建築物の所有者又は

当該一定規模以上の事業用建築物の建設者がその勧告に従わなかったときは、その

旨を公表することができる。 

２ 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表をさ

れるべき者にその理由を通知し、その者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与え

なければならない。 

(受入拒否) 

第 23 条 市長は、一定規模以上の事業用建築物の所有者又は一定規模以上の事業用建築物

の建設者が前条第 1 項の規定による公表をされた後において、なお、第 21 条に規

定する勧告に係る措置をとらなかったときは、当該建築物から排出される事業系廃

棄物の市長の指定する処理施設への受入れを拒否することができる。 

(市民の自主的行動) 

第 24 条 市民は、再利用の可能な物の分別を行うとともに、集団回収等の再利用を促進す

るための自主的な活動に参加し、協力すること等により、廃棄物の減量及び資源の

有効利用に努めなければならない。 

(消費者の協力) 

第 25 条 市民は、商品を選択する際には、当該商品の内容及び包装、容器等を勘案し、廃

棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めるとともに、買物に

際して、なるべく買物かご等を使用するよう努めなければならない。 

２ 市民は、商品の購入に伴い不要となる物品がある場合には、販売者に対し回収等

を求めるよう努めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


